
（一社）首都圏建設産業ユニオン技術センター 講習申込書   

 受講したい講習に〇を付け、下の受講申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて申込みください。石綿含

有建材調査者講習と作業主任者講習は、別途必要な書類があります。所属の支部にお問合せ下さい。 

申込 講習名 日程 締切 受講料 定員 

  熱中症予防管理者：多摩 ４／１２（日）１３：３０ ４／ ３（金） 6,000 25 

  熱中症予防管理者：城北 ４／２３（木）１４：００ ４／１０（金） 6,000 20 

  熱中症予防管理者：茨城 ５／１０（日） ９：００ ４／２７（月） 6,000 25 

  熱中症予防管理者：練馬 ５／１２（火）１３：３０ ４／２７（月） 6,000 30 

  熱中症予防管理者：本部 ５／１４（木）１３：３０ ４／３０（木） 6,000 40 

  熱中症予防管理者：杉並 ５／１４（木）１７：００ ４／３０（木） 6,000 25 

  熱中症予防管理者：東多摩 ５／１９（火）１４：００ ５／ ７（木） 6,000 20 

  熱中症予防管理者：千葉 ５／２４（日） ９：００ ５／１１（月） 6,000 30 

  熱中症予防管理者：多摩北 ６／ ２（火）１７：００ ５／２２（金） 6,000 20 

  熱中症予防管理者：多摩中央 ６／２１（日） ９：００ ６／ ８（月） 6,000 25 

  職長・安全衛生責任者教育 ４／１８～１９（土・日） ４／ ６（月） 15,100 20 

  丸のこ等取扱い作業従事者教育 ５／ ８（金）１４：００ ４／２７（月） 3,800 20 

  足場の組立て等作業特別教育 ５／２７（水） ９：００ ５／１１（月） 5,000 40 

  フルハーネス型安全帯特別教育 ６／１４（日） ９：００ ６／ １（月） 8,000 30 

  石綿取扱い従事者特別教育 ５／２０（水）１３：００ ５／ ７（木） 4,500 20 

  一般建築物石綿含有建材調査者講習 ４／１８～１９（土・日） ４／ ６（月） 30,000 15 

  石綿含有建材実務者講習 ５／１０（日）１０：００ ４／２７（月） 5,000 25 

  足場の組立て等作業主任者 ５／１６～１７（土・日） ４／３０（木） 9,000 40 

  木造建築物の組立て等作業主任者 ５／２３～２４（土・日） ５／１１（月） 9,000 20 

  建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 ６／１３～１４（土・日） ６／ １（月） 10,000 40 

 

氏名                      （旧姓・通称）             

   〒   －               生年月日      年  月  日    

住所                          連絡先             

組合・支部                職種           受講資格      

勤務先名称               勤務先住所                   

受講案内送付先（どちらかに〇を付けてください）   ・自宅  ・勤務先         

 ※通称・旧姓の使用を希望する場合は、公的な書類を提出して下さい 
 

■諸注意  ①受講票（ハガキ）を受講７日前までに送付します。資料やテキストは当日渡します。 

 ②当日持参するもの：筆記用具、受講票（ハガキ）、証明写真（縦４cm ×横３cm）、免許証など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）首都圏建設産業ユニオン技術センター主催 

熱中症予防管理者講習を含む労働安全衛生法に基づく１１講習を計２０回開催します 

春の講習会のご案内
 

 この春、労働安全衛生法に基づく１１講習を計２０回開催します。建設業は危険作業や有害物を取

り扱うため、就業者数に比例して事故が多い産業です。そのため、安全教育の受講が義務付けられて

います。安全に作業を行う上でも、重要な資格です。 

 また、建設キャリアアップシステムとの連携により、「特別教育」や「作業主任者技能講習」がレベ

ルアッ プの能力判定基準に規定されています。これは職人としての技能の判定基準の中に、安全がし

っかりと位置付けられた事を意味します。この機会での受講をお勧めします。 

 

 

 

 

 熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和７年６月１日から施行されま

した。この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられています。対策を怠り、労働基準監督署

の指導にも従わない場合は、責任者には「６ヶ月以下の懲役または５０万円以下の罰金」という刑事

罰が科される可能性があるため、注意が必要です。 

 

 １ 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、 

   ①「熱中症の自覚症状がある作業者」 

   ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」 

   がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業

者に対して周知すること 

 

 ２ 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、 

   ①作業からの離脱 

   ②身体の冷却 

   ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること 

   ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 

   など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごと

にあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること 

 

 ※ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）２８度又は気温３１度以上の作業場において行われる作業で、継続し

て１時間以上又は１日当たり４時間を超えて行われることが見込まれるもの作業 

 

 

 梅雨が明けると高温多湿の夏が訪れます。年々気温が高くなってきており、最高気温を更新する事

も珍しくありません。屋外で仕事をする私たちにとって、熱中症対策は必ず行わなければならない対

策です。この機会に講習受講を強く勧めます。 

技術センター 
品川区西五反田 

2-31-6-201 

☎03-5759-5571 

FAX03-5759-5576 

 

 

 
ホームページ 

はこちら  



■特別教育 

熱中症予防管理者講習                       受講料 ６,０００円 

 講習日  ４月１２日（日）１３時３０分～１７時００分  申込締切  ４月 ３日（金） 

 会 場  多摩支部会議室（八王子市本町２‐１０）    定  員  ２５名 

 講習日  ４月２３日（木）１４時００分～１７時３０分  申込締切  ４月１０日（金） 

 会 場  城北支部会議室（足立区千住龍田町１２‐１１） 定  員  ２０名 

 講習日  ５月１０日（日） ９時００分～１２時３０分  申込締切  ４月２７日（月） 

 会 場  茨城支部会議室（つくば市高見原１‐１‐２９） 定  員  ２５名 

 講習日  ５月１２日（火）１３時３０分～１７時００分  申込締切  ４月２７日（月） 

 会 場  練馬区勤労福祉会館（練馬区東大泉５‐４０）  定  員  ３０名 

 講習日  ５月１４日（木）１３時３０分～１７時００分  申込締切  ４月３０日（木） 

 会 場  本部４階会議室（渋谷区神南１‐３‐１０）   定  員  ４０名 

 講習日  ５月１４日（木）１７時００分～２０時３０分  申込締切  ４月３０日（木） 

 会 場  杉並支部会議室（杉並区善福寺１‐１５‐２４） 定  員  ２５名 

 講習日  ５月１９日（火）１４時００分～１７時３０分  申込締切  ５月 ７日（木） 

 会 場  東多摩支部会議室（府中市若松町２‐３‐２８） 定  員  ２０名 

 講習日  ５月２４日（日） ９時００分～１２時３０分  申込締切  ５月１１日（月） 

 会 場  千葉支部会議室（松戸市金ヶ作３９６‐１２）  定  員  ３０名 

 講習日  ６月 ２日（火）１７時００分～２０時３０分  申込締切  ５月２２日（金） 

 会 場  多摩北支部会議室（東久留米市滝山７‐２３‐１７）定  員  ２０名 

 講習日  ６月２１日（日） ９時００分～１２時３０分  申込締切  ６月 ８日（月） 

 会 場  多摩中央支部会議室（東大和市立野１‐２６‐１３）定  員  ２５名 

 

職長・安全衛生責任者教育                    受講料 １５,１００円 

 安衛法６０条で、新たに職務に就く職長又は作業を直接指揮・監督する方は、安全および衛生の

ための教育を受講することが義務付けられており、ＣＣＵＳのランクアップに必須の資格です。 

 講習日  ４月１８日（土）９時００分～１７時００分   申込締切  ４月 ６日（月） 

        １９日（日）９時００分～１７時００分 

 会 場  技術センター事務所（品川区西五反田２‐３１‐６‐２０１）定  員  ２０名 

 

丸のこ等取扱い作業従事者教育                   受講料 ３,８００円 

 電動工具を使用した際の労働災害の中で、丸のこの被災率が高いことから特別教育に準じた教育

が必要となりました。ＣＣＵＳの「大工」等のレベルアップに必要な資格です。 

 講習日  ５月 ８日（金）１４時００分～１８時００分  申込締切  ４月２７日（月） 

 会 場  東多摩支部会議室（府中市若松町２‐３‐２８） 定  員  ２０名 

 

足場の組立て等作業従事者特別教育                 受講料 ５,０００円 

 足場の高さに関わらず、足場の組立て、解体、変更に関わる業務に従事する方は、取得の対象と

なります。 

 講習日  ５月２７日（水）９時００分～１６時３０分   申込締切  ５月１１日（月） 

 会 場  ユニオン本部会議室（渋谷区神南１‐３‐１０） 定  員  ４０名 

 

フルハーネス型安全帯特別教育                   受講料 ８,０００円 

 高さ２ｍ以上の箇所で作業床の設置が困難な工事を行う者は、安全帯の着用と特別教育の受講が

義務付けられています。 

 講習日  ６月１４日（日）９時００分～１６時００分   申込締切  ６月 １日（月） 

 会 場  城南支部会議室（品川区中延４‐７‐３）     定  員  ３０名 

 

■石綿関係 

一般建築物石綿含有建材調査者講習                受講料 ３０,０００円 

 建築物の解体または改修工事を行う前に、対象建築物の中に石綿が使用されているかどうかの事

前調査を「建築物石綿含有建材調査者」等が行うことが義務付けられました。 

 講習日  ４月１８日（土）９時３０分～１７時２５分   申込締切  ４月 ６日（月） 

        １９日（日）９時３０分～１７時４０分 

 会 場  忠生市民センター第一会議室（町田市忠生３‐１４‐２） 定  員  １５名 

石綿含有建材実務者講習                      受講料 ５,０００円 

 石綿含有建材の資格者を対象としたスキルアップ講習です。実際の調査や建材採取のやり方、分

析機関への依頼、お客様への報告書作成までの座学と、現場調査の具体的な講習です。 

 講習日  ５月１０日（日）１０時００分～１５時３０分  申込締切  ４月２７日（月） 

 会 場  杉並支部会議室（杉並区善福寺１‐１５‐２４） 定  員  ２５名 

石綿取扱い従事者特別教育                     受講料 ４,５００円 

 石綿作業主任者資格保有者以外の全ての石綿を現場で取扱う作業者は、受講が義務付けられてい

ます。 

 講習日  ５月２０日（水）１３時００分～１７時３０分  申込締切  ５月 ７日（木） 

 会 場  技術センター事務所（品川区西五反田２‐３１‐６‐２０１）定  員  ２０名 

 

■作業主任者技能講習 

足場の組立て等作業主任者                    受講料 ９,０００円 

 特定の足場の組立て・解体・変更を行う際に必要であり、近年では建設キャリアップシステム

の能力評価基準に位置付けられ、レベルアップに必要な資格となっています。 

 講習日  ５月１６日（土）９時００分～１７時４０分   申込締切  ４月３０日（木） 

        １７日（日）９時００分～１７時３０分 

 会 場  ユニオン本部会議室（渋谷区神南１‐３‐１０） 定  員  ４０名 

木造建築物の組立て等作業主任者                 受講料 ９,０００円 

 高さ５メートル以上の木造建築物の組立て等の作業を行う際に必要であり、近年では建設キャ

リアップシステムの能力評価基準に位置付けられ、レベルアップに必要な資格です。 

 講習日  ５月２３日（土）９時００分～１７時４０分   申込締切  ５月１１日（月） 

        ２４日（日）９時００分～１７時３０分 

 会 場  技術センター事務所（品川区西五反田２‐３１‐６‐２０１）定  員  ２０名 

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者              受講料 １０,０００円 

 建築物の骨組みとなる金属部分の組立て・解体・変更などにおいて、安全面などの監督・指導

にあたる責任者の資格です。 

 講習日  ６月１３日（土）９時００分～１７時１０分   申込締切  ６月 １日（月） 

        １４日（日）９冶００分～１５時５０分 

 会 場  ユニオン本部会議室（渋谷区神南１‐３‐１０） 定  員  ４０名 

 


